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食品中の 
放射性物質対策 

農林水産省 

消費者への原産地情報の提供 

○平成23年10月から、東日本太平洋側で漁獲された生鮮水産物を中 
 心に、生産水域の区画及び水域名を明確化し、原産地表示を推奨。 

回遊性魚種の水域区分図 

②三陸北部沖 
  
③三陸南部沖  

④福島県沖 

⑤日立・鹿島沖 

⑥房総沖 
千葉県 
野島崎正東線 

【回遊性魚種】 
ネズミザメ、ヨシキリザメ、アオザメ、いわし類、サケ・マ
ス類、サンマ、ブリ、マアジ、カジキ類、サバ類、 カツ
オマグロ類、スルメイカ、ヤリイカ、アカイカ 

福島県茨城県 
境界正東線 

茨城県千葉県 
境界正東線 

岩手県宮城県 
境界正東線 

宮城県福島県 
境界正東線 

本土から２００海里の線 
①北海道・青森県沖太平洋 
 (北海道青森沖太平洋） 
 （北海道青森太平洋） 青森県岩手県 

境界正東線 

表示の例 

ラベルに水域表示 

ラベルに水域表示 

農林水産省「農林水産現場における対応」より作成 

2011（平成 23）年 10月から東日本太平洋側で漁獲された生鮮水産物を中心に、どこ
で獲られたものか消費者の方がわかりやすいように、原産地表示を推奨する取組を進めて
います。このように、放射性物質調査の情報を消費者にわかりやすく提供することで、風
評被害の防止を図っています。

本資料への収録日：2013 年 3月 31日

関連Q&A
・1章QA43	 放射性物質で汚染されている水産物が市場に流通しているのではないですか
・4章QA3	 農林水産物の安全性を確保するためにどのような取組がとられているのですか
・4章QA88	 生鮮農産物の原産地表示は、きちんと行われているのですか
・4章QA95	 牛乳の表示のどこを見ればその原産地がわかるのですか
・4章QA100	 生鮮水産物の原産地表示は、きちんと行われているのですか
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